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また、一部水浴場を対象に、病原性大腸菌Ｏ157の調

査を実施した結果、いずれの水浴場においても検出さ

れませんでした。 

  環境省は、平成10年３月に水質が良好で快適な水浴

場が広く普及することを目的に、「日本の水浴場55選」

という顕彰制度を設け、全国の水浴場の中から 「水質・

自然環境・景観」、「コミュニティ・クリーン」、「安全

性」、「利便性」等の基準に照らして、特に優れた55水浴

場を選定しました。本県からは、 深浦町の「千畳敷」

が選定されました。 

 同様に、平成13年３月には、平成13年選定「日本の

水浴場88選」として深浦町の「岡崎海岸」が選定され

ました。 

また、平成18年５月には、「美しい」、「清らか」、「安

らげる」、「優しい」、「豊か」という新たな評価軸に基

づき、人々が水に直接触れることができる個性ある水

辺を選定した「快水浴場百選」に「八戸市白浜海水浴

場」が選ばれました（資料編表23）。 

 

16 水質汚濁防止対策 
 

⑴ 環境基準の水域類型指定 

県内の主要公共用水域については、昭和46年５月に

新井田川河口水域について公害対策基本法第９条に基

づく環境基準の水域類型指定をして以来、順次、類型

指定を行ってきました。令和２年３月31日現在、ｐH、

ＢＯＤ（ＣＯＤ）等については42河川、４湖沼、８海

域で、全窒素・全燐については１湖沼、１海域で、全

亜鉛・ノニルフェノール・ＬＡＳについては41河川、

４湖沼で、それぞれ類型指定しています（資料編表11）。 

⑵ 規制指導 

 ① 上乗せ排水基準 

新井田川河口水域（新井田川、馬淵川、五戸川、

相坂川（奥入瀬川）、十和田湖、八戸前面海域）につ

いては、 新井田川下流部を中心に汚濁の程度が著

しく、総理府令で定める排水基準では水質汚濁防止

上不十分と考えられるため、昭和48年３月に水質汚

濁防止法第３条第３項の規定に基づく「上乗せ条例」

を制定しました。 

また、昭和52年１月には、水産食料品製造業など

汚濁寄与率の高い業種について排水基準を強化し

ました。 

 ② 排出水の監視 

県、青森市及び八戸市は、水質汚濁防止法に基づ

く特定事業場及び青森県公害防止条例に基づく汚

水関係工場等からの排出水について、監視を行って

います。 

令和元年３月31日現在の水質汚濁防止法に基づ

く特定事業場は4,623事業場（うち青森市532事業場、

八戸市324事業場）で、このうち、排水規制の対象と

なる日平均排水量が50㎥以上の事業場及び有害物

質を含有する可能性のある水を排出する事業場は、

523事業場（うち青森市85事業場、八戸市100事業場）

となっています。 

また、青森県公害防止条例に基づく汚水関係工場

等は32事業場（うち青森市６事業場、八戸市９事業

場）で、このうち、排水規制の対象となる日平均排

水量が50㎥以上の事業場及び有害物質を含有する

可能性のある水を排出する事業場は、12事業場（う

ち青森市３事業場、八戸市５事業場）となっていま

す（資料編表25）。 

また、令和元年度における届出書の受理件数は、

水質汚濁防止法に基づくものが241件（うち青森市

37件、八戸市47件）、青森県公害防止条例に基づくも

のが２件でした（資料編表26）。 

規制対象事業場に対しては、延べ672回（うち青森

市65回、八戸市99回）の立入検査を行い、排出水の

適合状況を監視したところ、20事業場（うち青森市

４事業場、八戸市１事業場）が排水基準に不適合で

した（資料編表27）。 

排水基準不適合事業場は、し尿処理施設に多く、

不適合の原因は排水処理施設の維持管理等で適正を

欠いたものが大部分となっています。 

これらの不適合事業場に対しては、常時排水基準

を遵守するよう改善指導を行い、原因究明及び改善

対策について報告させ、対策実施後の改善を確認し

ました。 

⑶ 公共用水域の水質監視 

県内の公共用水域の水質汚濁の状況を把握するため、

水質汚濁防止法第16条の規定に基づいて、毎年度水質

測定計画を作成し、この計画により河川、湖沼、海域

の水質の常時監視を実施しています。 

令和元年度は、岩木川、新井田川、十和田湖、陸奥

湾等の河川、湖沼、海域の総計195地点において、水質、

底質及び河川流量等の調査を実施しました。 

調査対象水域は、これまでと同様、上水道、かんが
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い、水産業などの利水上重要な水域、むつ小川原開発

関連水域、休廃止鉱山関連水域及び都市汚濁型河川を

主体に選定し、監視を継続実施しました。 

 ⑷ 地下水の水質監視 

地下水の水質汚濁の状況を把握するため、「地下水質

測定計画」に基づき、県内全域を対象に地下水質の常

時監視を実施しています。 

令和元年度においては、166本の井戸（概況調査19本、

汚染井戸周辺地区調査39本、継続監視調査108本）につ

いて実施しており、地下水質のほか井戸の形態、使用

目的、深度等を調査しました。 

⑸ 生活排水対策 

 ① 生活排水対策重点地域指定 

平成５年12月15日に八戸市の新井田川河口水域

を水質汚濁防止法に基づく「生活排水対策重点地域」

に指定し、八戸市新井田川河口水域生活排水対策推

進計画の策定に対し、平成６年度に国１／３、県１

／３の補助を行いました（表２－１－24）。 

また、平成９年１月29日には、三沢市の古間木川

流域についても「生活排水対策重点地域」に指定し、

平成９年度に同様の補助を行いました（表２－１－

25）。今後も、生活排水による汚濁が著しい水域につ

いては、関係市町村の意向を踏まえ生活排水対策重

点地域の指定を行っていきます。 

 

表２－１－24 新井田川河口水域生活排水対策重点地域 

     の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県環境保全課 

重 点 地 域
名 称

新井田川河口水域生活排水対策重点地域 

指定年月日平成５年12月15日 

重点地域の
範 囲

八戸市の区域のうち次の図に表示した地域（下水道法
第２条第８号に規定する処理区域を除く） 

指定理由

・河口部の海域が環境基準非達成であり、流入水路の

汚濁が著しい｡ 

・生活系排水が最大の汚濁源である｡ 

・当面、下水道の整備が見込めない区域が多い｡ 

・各種プロジェクト事業の推進に伴う人口増により、 

新井田川が環境基準非達成となるおそれがある｡ 

・主要な観光地、公園等の整備が進められている。 

・鮭のふ化放流事業が最も盛んな水域である｡ 

重点地域図

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

第１章　健やかな自然環境の保全と創造


